
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注） 1 　職員手当には退職手当を含みません。

      2 　職員数は、平成１７年４月１日現在の人数です。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

３  平成１３年のラスパイレス指数は、合併前のため省略します。　

6,6602,308,490 521,916 6,230

（参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

平成１７年４月１日に、秩父市、吉田町、大滝村及び荒川村が合併し、秩父市となりました。また、秩父衛生組合
は、平成１７年３月３１日をもって解散しました。平成１６年度の状況については、４市町村及び秩父衛生組合の
合計を記載しています。

給与費 B/A　　　　　　Ａ

１７年度 千円

615

区　　分

1,001,537 3,831,713

5,240,640

実質収支

千円

千円　　　　　千円

1,917,374

職員数

秩父市の給与・定員管理等について

人件費率

（平成１８年度）

　　　　Ｂ／Ａ　　

人件費

　　　　　　Ｂ（平成１７年度末）

歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

人　

28,321,545

  千円
１７年度

区　　分

21.0

（参考）

１６年度の人件費率

%                           ％

71,368 18.5

(H13)
100.1

(H13)
101.4

(H18)
97.4(H18)

96.8

(H18)
93.6

90

95

100

105

秩父市 類似団体平均 全国市平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１８年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

歳 円

（注） 1 　「平均給料月額」とは、平成１８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
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(2) 職員の初任給の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

中　学　卒 　　　　　　　　　　－ 131,600

高　校　卒 138,400

　　　　　　　　　　　－

技能労務職 高　校　卒 　　　　　　　　　　－ 145,100

一般行政職 大　学　卒 170,200 176,800

平均給与月額

315,526

349,736

401,194

（国ベース）

40.4 328,477

385,998330,38941.10

338,117

353,581 401,933430,161

平均給与月額

国

（国ベース）

286,500 ― 318,595

埼玉県

国

類似団体 44.2

48.4

平 均 年 齢 平均給料月額

区　　　　　分 秩　父　市 埼　玉　県

区　　分

秩父市 399,841

423,239

381,212

43.6 370,957 458,789

―

平均給与月額平均給料月額 平均給与月額

※技能労務職の初任給は、職務、経験に応じて定めます。

170,200

138,400

　　　　　　　　　　　－

142,800

区　　　         分

一般行政職

経 験 年 数 ２ ０ 年経 験 年 数 １ ０ 年 経 験 年 数 １ ５ 年

高　校　卒

371,333

－ －－

289,680276,800

大　学　卒 318,230255,143

－中　学　卒 －－

220,400高　校　卒

技能労務職

区　　分 平 均 年 齢

うち学校給食員 294,667 317,625 314,49949.7

秩父市 50.3 291,694 326,053

うち用務員 231,720 246,671 245,07154.7

うち自動車運転手 49.8 315,517 390,598

―55.8

埼玉県 51.9 368,256 416,118

国

354,311

民間事業者平均 ― 337,420

類似団体 47.2 309,505

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの
諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、
「平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当
が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１８年４月１日現在）

（注） 1

2 　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（注）

(2) 昇給期間短縮の状況 ※企業職（水道事業職員）を除きます。

　

　　　　　　　　人

34

１７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　人

4.1

　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

８　　級 部長・参事・建築技監

826

15

　　　　　　　　　人

831

１６年度

職 員 数

　　　　　　　　人

%
25 4.01

13.51
%

%

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

職 員 数

短縮して昇給した職員数

普通昇給期間（１２～２４月）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　人                      %

4

2.03
　　　　　　　　人

79

区　　分

主事・技師

１　　級

２　　級

標準的な職務内容

主査

15

構成比

　　　　　　　　人

4.85

%

職員数

７　　級

主事補・技師補

主任・主任技師

次長・室長・技監

６　　級

４　　級
%

49
%　　　　　　　　人

主幹

14.16

　　　　　　　　人
112

71
　　　　　　　　人

27.36

89

５　　級

３　　級

0.5　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

全　職　種

　　　　　　　　　人

14.81

19.27

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　％

　秩父市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

課長・主席主幹

%

５年前の構成比は、合併前のため省略します。

区　　　　　　　　　　　　分

１級
3.30% １級, 4.85%

２級
10.77%

２級, 14.16%

３級
19.56%

３級, 19.27%

４級
24.61%

４級, 27.36%

５級
15.60%

５級, 14.81%

６級
17.36%

６級, 13.51%
７級
5.50%

７級, 4.01%

８級
3.30%

８級, 2.03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成１８年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当 ※企業職（水道事業職員）を除きます。

千円 千円

（１７年度支給割合） （１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置職制上の段階、職務の級等による加算措置職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％

・管理職加算 １５％～２５％ ・管理職加算 １０％～２５％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(2) 退職手当（平成１８年４月１日現在） ※企業職（水道事業職員）を除きます。

　（支給率） 　　自己都合　　勧奨・定年 　（支給率） 　　自己都合 　　勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例（2％～20％加算）その他の加算措置

（退職時特別昇給　　勧奨退職の場合）

　　１　勤続年数20年未満の職員　1号給

　　２　勤続年数20年以上の職員　２号給

１人当たり平均支給額　　

自己都合 千円

　　 千円

　（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種（企業職を除く）に係る職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（平成１８年４月１日現在） ※企業職（水道事業職員）を除きます。

千円

千円

％ 人 ％

※調整手当は、平成17年3月31日で廃止しました。

1.45

1.6 0.75

1.45 3.0

秩　　　　　父　　　　　市 埼　　　　　玉　　　　　県

0.75

１人当たり平均支給額（１７年度）

1.6 0.75

3.0

27.30

国

21.00

秩　　　　　　　　　　父　　　　　　　　　　市

23.50 30.55

59.28

41.34

47.50

33.75 33.50

47.50 59.28

42.12

59.28 59.28

1,640 1,984

１人当たり平均支給額（１７年度）

3.0 1.45

1.6

05 826秩父市

定年前早期退職特例（2％～20％加算）

国の制度（支給率）

59.28 59.28

267,738

勧奨・定年

支給実績（平成１7年度決算）

支給対象職員数支給対象地域

1,599

21,625

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１7年度決算）

国

―

324,138
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 (4) 特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在） ※企業職（水道事業職員）を除きます。

（注）

千円

千円

　円

　円

　％

14

 (5) 時間外勤務手当 ※企業職（水道事業職員）を除きます。

千円

千円

千円

千円支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

１件３００円
道路等における犬猫等の死体処
理に関する業務

608,023
支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

22,800

410
支給実績（平成１７年度決算）

公共用地交渉手当

市税の収納業務に従事する職員

管理用地課等に勤務する職員

社会福祉業務手当

し尿処理特別手当

市税外務手当

大型特殊自動車、マイクロバス運
転手当

社会福祉課等に勤務する職員

生活衛生課及び総合支所市民支援課に勤
務する職員

社会福祉課等に勤務する職員

大型特殊自動車及びマイクロバ
スの運転に関する業務

秩父環境衛生センター清流園に勤務する職
員

し尿処理施設又はし尿処理の器
具等の故障又は修繕等の業務

医師の自己研究のために支給

生活衛生課等に勤務する職員

老人ホーム入所死亡者の処置に
関する業務

行旅死亡人又は変死人の処置
に関する業務

市税の滞納処分のため、臨宅
し、差押執行に関する業務

大型特殊自動車及びマイクロバスの運転に
従事した職員

道路課等に勤務する職員

研究手当

道路舗装作業手当

支給実績（平成１６年度決算）

支給実績（平成１７年度決算）

市立病院に勤務する技師

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算）

市立病院および大滝国保診療所に勤務す
る医師

日額５００円

勤務時間が1時間以上1回1,200円

4時間以上1回3,300円
2時間以上4時間未満1回2,900円

日額１，８００円

１体１，０００円

日額３００円

日額４００円

日額３００円

１件５００円

月額（給料月額の100分の30相当額）

日額２３０円

1件（往診料の100分の50相当額）
医師が必要と認めて往診したとき
に支給

レントゲン撮影透視の業務

正規の勤務時間以外の時間の
救急医療等の業務

夜間看護業務

196

高電圧業務手当

主な支給対象職員 主な支給対象業務
高圧の機械器具、電線に接近し
て行う保守に関する業務

手当の名称

高電圧業務に従事した職員

117,827

190

行旅死亡人等処理手当

土地の取得等における著しく困
難な用地交渉に関する業務

13.6

左記職員に対する支給単価

日額２３０円

手当の種類（手当数）

１体３，０００円

夜間看護等業務手当

大滝国保診療所に勤務する医師

市立病院に勤務する職員

122,488

市立病院および大滝国保診療所に勤務す
る職員

57,154

犬猫等死体処理手当

道路舗装に関する業務

往診手当

レントゲン撮影作業手当

公害防止のために不快な場所で
行う調査又は取締に関する業務

公害調査手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度）

支給実績と支給職員１人当たり平均支給年額の下段は、秩父市立病院及び大滝国保診療所に勤務する医
師と看護師に対する支給実績、上段は、それ以外の職員（企業職を除く）に対する支給実績です。
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(6) その他の手当（平成１８年４月１日現在） ※企業職（水道事業職員）を除きます。

①配偶者 13，500円 円

②配偶者以外の扶養親族2人まで 6，000円

（配偶者非扶養１人目）  6，500円

（配偶者なし１人目） 11，000円

③その他１人につき  5，000円

④満16歳から22歳までの子1人につき

  5，000円加算

①借家・借間 円

家賃に応じて月額27，000円以内

②持家　月額　2，000円

① 円

②

③

① 円

②

片道2kmまで 1，000円 ※

片道2km～5㎞ 2，000円

片道5km～10㎞ 4，100円

片道10km～15㎞ 6，500円

片道15km～20㎞ 8，900円

片道20km～25㎞ 11，300円

片道25km～30㎞ 13，700円

片道30km～35㎞ 16，100円

片道35km～40㎞ 18，500円

片道40km～45㎞ 20，900円

片道45km～50㎞ 21，800円

片道55km～55㎞ 22，700円

片道55km～60㎞ 23，600円

片道60km以上 24，500円

①部長、総合支所長等16％（上限80，000 円

②次長、室長等15％（上限70，000円）

③課長、所長等13％（上限58，000円）

④主席主幹12％（上限52，000円）

⑤主幹10％（上限42，000円）

円

円

円

（注） 夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給額は、時間外勤務手当に含みます。

①及び②以外で特別な事情があると
認められるもの     月額2，500円
以内

ただし、新築または購入した住宅に
かかるものは、新築または購入の日
から起算して5年間は月額3，500円

同

休日勤務手当

異

同

異

扶養手当

国の制度

との異同

－

千円

50,163支給額等

-

千円

16,855

千円

693,937

35,196

千円

（平成１７年度決算）

－

支給実績

95,834

平均支給年額異なる内容 （平成１７年度決算）

支給職員１人当たり国の制度と

88,032

同

千円

千円

千円

-

140,175

29,072

内容及び支給単価

宿日直手当

一般の宿日直、災害発生等に対処するた
めの勤務および入院患者の病状の急変等

に対処するための医師の勤務に支給
→6，000円～42，000円（ただし5時間未

満の勤務の場合は1/2）

255,906

手当名

祝日等において勤務を命ぜられた場合に
支給　→勤務1時間あたりの給与額
×135/100

通勤手当

医学または歯学に関し専門的知識を
有し、採用による欠員の補充が困難
なもの（①以外）　    月額50，

午後10時から翌日の午前5時までに勤務
した場合に支給　→勤務1時間あたりの
給与額×25/100

交通機関（鉄道等）利用者　→運賃
額に応じて月額最高55，000円まで
支給（ただし、鉄道利用者について
は、６か月定期券の額に基づいて一
括支給）

管理職手当

夜間勤務手当

交通用具（自家用車等）利用者　→
通勤距離に応じて月額支給

初任給調整手当

30,284

同

3,691

異

支給額等

異 支給額等

支給額等

同

住居手当

3,690,800

千円

採用による欠員の補充が困難な医師
等　　　　　　　　  月額307，900
円以内
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５　特別職の報酬等の状況（平成１８年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） 　（支給時期）

給料月額×在職月数×0.4025 17,001,600円 任期毎

給料月額×在職月数×0.2415   8,782,408円 任期毎

給料月額×在職月数×0.23   7,650,720円 任期毎
(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（注） 1 　職員数は一般職に属する職員数です。

2 　[     ]内は、条例定数の合計です。

570,000 247,000

799,000 556,700

267,000

収 入 役

報
酬

副 議 長

公営企
業等会
計部門

病院

その他

合　　計

小　計

水道

[      870      ］

教育部門

小　計

　計

下水道

退
職
手
当

助 役

収 入 役

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会

総　　務

税　　務

民　　生

衛　　生

土　　木

労　　働

8584

27 23

農林水産 2723

商　　工

議 長

39

1

41 66

1

35

市 長

　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

助 役

議 長

期
末
手
当

市 長

議 員

収 入 役

副 議 長

議 員

443,000

591,500

主 な 増 減 理 由

621

507

▲4

114

17

30

27

161

851

230

495

230

6

22

122

▲4

▲5

（参考）類似団体における最高／最低額

[   ―    ］

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

361,000

　　（平成１７年度支給割合）

293,000

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

693,000

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

▲48

5

▲1

＜参考＞
　　人口1，000人当たり職員数　　11.86人

▲4

8

1

＜参考＞
　　人口1，000人当たり職員数　　8.63人
（類似団体の人口1，000人当たり職員数　7.3０
人）

＜参考＞
　　人口1，000人当たり職員数　　6.93人
（類似団体の人口1，000人当たり職員数　5.36
人）

4

給 料 月 額 等

▲12

180

6

132

対前年
増減数

5

平成１７年

職 員 数

平成１８年

1

161

18

[     870     ］

847

24

617

111 116

670,000 340,000

4

25

603,300

1,053,000

871,000
給
料

区 分

412,000

市 長 880,000

749,000

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

助 役

　　　　　　　　　         　　 　　　　　　　円

　　（平成１７年度支給割合）

4.4

4.4
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成１８年４月１日現在） ※５年前の構成比は、合併前のため省略します。

　

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況 ※一般行政職のみを対象とした計画です。

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

502 457 　　▲45 　▲9．0

（参考）第1次秩父市総合振興計画における定員管理の数値目標（数・率）

 ③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要
※一般行政職のみを対象とした定員適正化計画についてであり、平成１７年６月１日策定しました。 （各年４月１日現在）

（注） 1 　計画期間は、平成１７年～平成２５年の８年間です。

2 （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 25 年 4 月 1 日 ▲７２人

職員数 職員数

計画期間

数値目標
始　期 終　期

81 91 76

人

1

人 人人

24

平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数

67 132
職員数

99

（参考）

数値目標（平成25年）

人

76 4

純減率

430

（ 　－　% ） △72

２　年　目計画始期

502 493

１８年 １９年

一般行政

減 員

増 員

差 引

職員数

9

0

　　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

１７年

9

101

計

　　年～　　年

95

２０年

３　年　目１　年　目

人 人 人

43歳 51歳

人

47歳

人

32歳 36歳

35歳
～ ～

39歳

区　分

20歳 20歳

未満

24歳 28歳

23歳 27歳 31歳

～ ～ ～ ～

48歳40歳

～ ～

847

人

～

55歳

～

人

以上59歳

52歳 60歳56歳44歳

計

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成
比

%
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

　　　

（注） 1 　職員手当には退職手当を含みません。

      2 　職員数は、平成１７年４月１日現在の人数です。

ウ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成１７年度支給割合） （平成１７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ 1.6 ） 月分 （0.75） 月分 （ 1.6 ） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置有 職制上の段階、職務の級等による加算措置有

　・役職加算　5～20％ 　・役職加算　5～20％

（注） ( 　 )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成１８年４月１日現在）

　（支給率） 　　自己都合　　勧奨・定年 　（支給率） 　　自己都合 　　勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例（2％～20％加算）その他の加算措置

（退職時特別昇給　　勧奨退職の場合） （退職時特別昇給　　勧奨退職の場合）

　　１　勤続年数20年未満の職員　1号給 　　１　勤続年数20年未満の職員　1号給

　　２　勤続年数20年以上の職員　２号給 　　２　勤続年数20年以上の職員　２号給

１人当たり平均支給額　　 １人当たり平均支給額　　

自己都合 千円 自己都合 千円

　　 千円 　　 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　　　千円 千円 千円

43,640 7,217 6,671165,989

１７年度 人 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員給与費

Ａ  

秩　　　　　　　　父　　　　　　　　市

44.8 376,947

368,419

－

一人当たり

12,295

勧奨・定年

－

基本給

秩　　　　　　　　　　　父　　　　　　　　　　　市

職員給与費比率

千円　　　　　千円

質収支

年間 3.0

１人当たり平均支給額（平成１７年度）

165,989

千円

　　計　　Ｂ

平均年齢

秩 父 市 46.0

47.50

－

59.28

（参考）類似団体平均

期末・勤勉手当 一人当たり給与費

総費用 （参考）

秩父市　（一般行政職・団体平均等）

27.30

1,651

％　　　　

　　　　　　Ｂ／ＡＢ　

21.00

める職員給与費比率

平成１６年度の総費用に占

勧奨・定年

42.12

59.28

33.75

1,599

21,625

59.2847.50

定年前早期退職特例（2％～20％加算）

59.28

事 業 者

33.75 42.12

21.00 27.30

59.28 59.28

　　　　　　区　　分

団 体 平 均

平均月収額

　平成１７年４月１日に、秩父市、吉田町、大滝村及び荒川村が合併し、秩父市となりました。平成１6年度の状況は、旧秩父
市と旧吉田町の合計を記載しています。

給与費 B/A

1,317,497 257,142
１７年度

％　千円　

12.6

23 110,054

－

年間 3.0 年間 1.45

2,021

１人当たり平均支給額（平成１７年度）

年間 1.45

446,008

577,214

13.6

秩父市　（一般行政職・団体平均等）

純損益又は実 総費用に占める区分
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ウ　地域手当（平成１８年４月１日現在）
千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成１８年４月１日現在）
千円

円

％

6

オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

209支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

高圧の機械器具、電線に接近し
て行う保守に関する業務

支給実績（平成１７年度決算）

水道部に勤務する職員

高電圧業務手当

塩素滅菌作業手当

水道部に勤務する職員

給水停止業務手当 水道部に勤務する職員

支給実績（平成１６年度決算）

2,304

大型特殊自動車運転手当 水道部に勤務する職員

支給実績（平成１７年度決算）

支給対象地域 支給率

公共用地交渉手当 水道部に勤務する職員

１回１，０００円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

支給実績（平成１７年度決算）

緊急水道工事等業務手当 水道部に勤務する職員
緊急呼出しによる、水道工事等
に関する業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１６年度決算） 254

日額５００円
大型特殊自動車の運転に関する
業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１７年度）

左記職員に対する支給単価

3,042

月額１，０００円

日額３００円

月額３,０００円
補助業務月額１，０００円

土地の取得等における著しく困
難な用地交渉等に関する業務

水道料金滞納者等の給水停止
業務

１件５００円

塩素滅菌作業に関する業務

手当の名称 主な支給対象職員

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

支給対象職員数

35,409

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１７年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

26 5

390

5市内全域

9,630

370,370

42.3
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カ　その他の手当（平成１８年４月１日現在）

①配偶者 13，500円 円
②配偶者以外の扶養親族2人まで 6，000円

（配偶者非扶養１人目）  6，500円

（配偶者なし１人目） 11，000円

③その他１人につき  5，000円

④満16歳から22歳までの子1人につき

  5，000円加算

①借家・借間 円

家賃に応じて月額27，000円以内

②持家　月額　2，000円

① 円

②

片道2kmまで  1，000円※

片道2km～5㎞  2，000円

片道5km～10㎞  4，100円

片道10km～15㎞  6，500円

片道15km～20㎞  8，900円

片道20km～25㎞ 11，300円

片道25km～30㎞ 13，700円

片道30km～35㎞ 16，100円

片道35km～40㎞ 18，500円

片道40km～45㎞ 20，900円

片道45km～50㎞ 21，800円

片道55km～55㎞ 22，700円

片道55km～60㎞ 23，600円

片道60km以上 24，500円

①部長、総合支所長等16％（上限80，000 円
②次長、室長等15％（上限70，000円）

③課長、所長等13％（上限58，000円）

④主席主幹12％（上限52，000円）

⑤主幹10％（上限42，000円）

円

円

円

（注） 夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給額は、時間外勤務手当に含みます。

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況 ※水道事業職員のみの定員適正化計画はありません。

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

－ － － －

イ　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

     →6(3)③の参考を参照

千円

異 支給額等 8,187

-
千円

同 －

宿日直手当

一般の宿日直、災害発生等に対処するた
めの勤務および入院患者の病状の急変等

に対処するための医師の勤務に支給
→6，000円～42，000円（ただし5時間未

満の勤務の場合は1/2）

異 支給額等 -

千円

－

休日勤務手当
祝日等において勤務を命ぜられた場合に
支給　→勤務1時間あたりの給与額
×135/100

682,266

夜間勤務手当
午後10時から翌日の午前5時までに勤務
した場合に支給　→勤務1時間あたりの
給与額×25/100

同 -
千円

－

管理職手当

34,417826

扶養手当

同

住居手当

同

交通機関（鉄道等）利用者　→運賃
額に応じて月額最高55，000円まで
支給（ただし、鉄道利用者について
は、６か月定期券の額に基づいて一
括支給）
交通用具（自家用車等）利用者　→
通勤距離に応じて月額支給

千円

異ただし、新築または購入した住宅に
かかるものは、新築または購入の日
から起算して5年間は月額3，500円

千円

異 支給額等

85,143支給額等 1,192

千円

4,300 268,750

手当名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

職員数 職員数

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成１７年度決算）

支給実績

（平成１７年度決算）
国の制度と
異なる内容

通勤手当

平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数 純減率
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